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北九州市公告第７４８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和７年１０月２８日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市小倉北区高坊一丁目１６５

４番３８及び１６５４番４９のうち 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市長 武内和久 

 

北九州市小倉南区上吉田三丁目１７

３６番１５、１７３６番２２及び１

７３６番２３（第三工区） 

 

福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県知事 服部誠太郎 
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北九州市上下水道局告示第４５号  
 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第４

項において準用する同条第３項の規定により、北九州市水道条例（昭和３８年

北九州市条例第１１９号）第２８条に規定する水道料金及び北九州市下水道条

例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第１５条第１項に規定する下水道使用

料の収納事務を次のとおり委託した。  
  令和７年１０月２８日  
               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  

受 託 者  
委 託 期 間  

名 称  住 所  
弁護士法人子浩法

律事務所  
東京都新宿区大久保

二丁目７番１７号晴

和ビル２階  

令和７年１０月６日から令和

８年３月３１日まで  
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